
 

 

第２０回南が丘「ふれあいまつり」代表者会事項書 

 

                            日時：令和６年５月２０日（月）１９：００～ 

                        場所：南が丘小学校 ふれあいホール 

                       司会：（ 事務局 ） 

■１ 実行委員会構成員の確認   

 

 

■２ 確認事項（説明：事務局） 

（１）南が丘「ふれあいまつり」主催・共催団体 

   （主催）：自治会連合会、南が丘学校支援委員会、南が丘小学校ＰＴＡ、南が丘中学校

ＰＴＡ、南が丘小学校、南が丘中学校    

※“六者”と呼ぶ。 

        ※第１１回（平成２７年）より、運営の中心を学校から地域へと移行した。 

  （共催）：南が丘地区社会福祉協議会 

・すべての団体を「主催」と呼び、六者という言い方は廃止。 

  （２）会議参加者・内容・実施予定回数  

      ①代表者会 ：代表者、事務局（会計は除く） ：基本方針の協議   ：３回 

      ②実行委員会：代表者、実行委員、事務局   ：具体的活動の協議  ：５回 

  （３）その他 

 

■４ 協議事項（説明：ふれあいまつりコーディネーター） 

  （１）令和６年度第２０回南が丘「ふれあいまつり」開催について 

開催予定日：令和６年８月２４日（土） 

・今後、過去に出店していた団体に、出店や展示、ステージなどの参加の有無確認をしていく。但し出店す

る団体は、南が丘の地域の方や地域を拠点とした団体・企業及びその紹介に限る。 

→出店の意思の確認をして、電力Ｗ数などを聞く。例年より、早めに調査をする。 

・報道関係の団体には、案内を出して、聞きたかったら聞いてもらうという形にする。 

・ふれあいまつりの方針は、「地域の方々がメインとなって、子どもが楽しめるように手作りの祭りをする」

であることから、出店者が使用する用具等をレンタルするのは構わないが、全てを外部委託するのはＮ

Ｇ。方針からずれてしまう。 

  （２）その他 

ふれあい祭りのチラシは、回覧と個々の配布を行う。（確実に周知し、騒音等からくるトラブルを防ぐため。 

■ 連絡事項 

（１）今後の予定 

次回代表者会議：   ７ 月  １８ 日 （ 木 ）１９：００～ 

次回委員会：  ６  月  １７  日 （ 月 ）１９：００～ 

 


